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令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

世 田 谷 区 障 害 福 祉 部  

障 害 者 地 域 生 活 課  

 

令和７年４月からの区内障害者施設（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護）の利

用について、次のとおり受け付けますのでご案内いたします。 

 

１ はじめに 

 世田谷区では、障害者通所施設のご利用にあたり、区が利用調整を行っております。これ

は、通所施設の利用を希望される方が施設を利用できるよう、施設側の状況等を踏まえなが

ら可能な限りご希望の施設で調整するものです。 

障害者通所施設の状況は特に「生活介護」施設で、既に定員を超えた利用者の受入れを行

っている施設もあり、希望の中で調整がつかないこと、再度ご希望をお聞きすることがある

ことをご理解いただき、お申込みくださいますようお願いいたします。 

区といたしましては、こうした現状に鑑み、施設整備等基本方針を策定し施設所要量の確

保に引き続き努めてまいります。 

 

２ 利用要件 

特別支援学校等を卒業される方、現在の通所施設から他の事業所へ異動したい方または、 

在宅や転入の方で、原則として１８歳から６５歳までの障害のある方 

 

３ 利用対象および内容 

（１） 就労移行支援（以下「就労移行」とする。）をご希望の方 

対象：企業等への就労を希望し、雇用されることが可能と見込まれる方 

内容：一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、 

適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等（原則２年間） 

 

（２） 就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続Ｂ型」とする。）をご希望の方 

対象：①就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが

困難となった方 

      ②５０歳に達している方、又は障害基礎年金１級受給者 

      ③①及び②のいずれにも該当しない方で、就労移行支援事業所等によるアセス

メントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方 

※来年３月に特別支援学校を卒業される方は③にあたります。卒業後すぐに就

労継続Ｂ型の利用を希望する場合は、利用に先立ち、就労移行事業所等によ

る就労アセスメントを受ける必要があります。 
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内容：通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するととも

に、一般就労に必要な知識、能力が高まった方は、一般就労等への移行に向け

て支援 

 

（３） 生活介護をご希望の方 

    対象：地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必 

要な者として次に掲げる方 

①障害支援区分が３（障害者支援施設等に入所する場合は区分４）以上の方 

②年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が２（障害者支援施設等に入所 

する場合は区分３）以上の方 

③生活介護と施設入所支援との利用組み合わせを希望する者であって、障害

支援区分が区分４（５０歳以上の者は区分３）より低い者で、指定特定相

談事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、市町

村により利用の必要性が認められた方 

  内容：日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体

機能又は生活能力の向上のために必要な支援 

 

４ 利用調整対象施設 

別紙資料を参照 

 

５ 利用開始までの流れ 

１ 施設見学   

・ 各障害者通所施設では、随時、見学が可能です。事前に施設へのご連絡をお願いいた

します。ご不明な点は直接施設にお問い合わせください。 

・ 生活介護施設をご希望される場合は、現在の運行ルートをご確認ください。施設から

「バスルートが取れない・座席の確保ができない」と言われた施設での実習はできま

せん。 

 ２ 面接・実習  

・ 希望する施設で面接・実習を受けていただきます。 

・ 実習期間は１０月３１日（木）までです。 

・ 特別支援学校在学生は学校の先生に、施設間異動・在宅の方はお住まいの地域を担当

する総合支所保健福祉センター保健福祉課（以下、「保健福祉課」とする。）にご相談

ください。 

・ 就労をご希望される場合、施設の都合で受付前に実施できない場合を除きます。 

 

３ 利用申し込み  

・ 各保健福祉課で申込み受付開始。保健福祉課職員が利用希望の確認や生活状況等につ

いて聞き取ります。 

申込受付期間 １１月１日（金）～１１月８日（金） 

（１１月１日（金）区のお知らせ「せたがや」に掲載予定） 

   ※利用申し込み後に面接や行動観察を再度お願いする場合がございます。 
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 ４ 利用候補者決定  

・ ２月１４日（金）（予定） 利用候補者の発表 

各保健福祉課より電話連絡があります。 

その後、施設利用候補者となった方には、障害者地域生活課から調整結果の通知を

お送りします。 

５ 障害福祉サービス申請  

・ 障害福祉サービスの利用申請を各保健福祉課で行ってください。利用が認められた方

に、保健福祉課から受給者証が発行（またはサービスの追加）されます。その後、施

設と利用契約を取り交わします。 

６ 施設との利用契約  

・ 利用契約、利用開始日、入所式等のご案内は、施設からご連絡します。 

 

６ 候補者検討について 

・ 障害者地域生活課、施設長、各保健福祉課障害支援担当係長が構成員となり、会議を

実施します。 

・ 世田谷区障害者通所施設意向調査書に基づき、第１希望から検討します。 

・ 就労移行は、実習の様子、就労への意欲、作業能力、作業態度、交通機関の利用、社

会生活等の視点で検討します。 

・ 就労継続 B 型は、作業種がそれぞれの施設で異なりますが、実習の様子、作業への

意欲、身辺自立、集団構成等の視点で検討します。 

・ 生活介護は、送迎バスルートの運行、運行時間、実習の様子、利用者の集団構成、施

設設備、利用者支援や介助にあたっての安全面、施設の定員等を考慮します。 

 

７ 希望施設についてのお願い 

・ 定員に空きがある施設を優先にご検討ください。 

・ 実習評価や振り返り等を参考に希望施設をご検討ください。 

・ 施設や企業実習の都合で実習が受付までに終了しない方は、実習終了後、速やかに希

望施設の順位を担当ケースワーカーに伝えてください。 

 

８ 利用意向調査書の記入 

（１） 事業ごとの申込み記入について 

・ 実習した施設で希望する施設を全て記入してください。 

・ 就労移行と就労継続Ｂ型は、適と評価を受けた施設を第２希望以上ご記入ください。 

・ 生活介護は第３希望以上記入してください。施設の希望状況により、第４・５希望を

お聞きする場合もございます。 

・ 希望の事業は、統一してご記入ください。 

・ 医療的ケアを必要な方は、三宿つくしんぼホーム、イタール成城または東京リハビリ

テーションセンター世田谷（通所部門）、友愛デイサービスセンターが受け入れ施設

です。受け入れは医療的ケアを必要とされる方が優先となります。また、利用調整施

設外施設は記入できません。利用調整施設から第３希望以上を記入してください。 

長期入院等で３ヶ所以上期間内に実習ができない場合は、個別の相談となります。 
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（２） 施設は、利用を希望するご本人の障害状況により、身体又は知的など、該当する障

害種別を対象とした施設を選択してください。 

また、利用意向調査書提出後にご本人の体調やご家族の状況が変わった場合は、担

当のケースワーカーにお伝えください。 

９ その他 

「利用意向調査書」の受付期間の後、令和７年３月末までに区内転入する方について、

利用を希望する施設において空きがあり、年度内に面接・実習の調整ができる場合は受

入れします。 

 

10 申し込み・問い合わせ先 

受付期間：令和６年１１月１日（金）～８日（金） 

申込み先：お住まいの地域を担当する保健福祉課 

手続書類：「世田谷区障害者通所施設利用意向調査書」を記入し保健福祉課に提出してく 

ださい。 

※申し込み前に保健福祉課の担当ケースワーカーへご連絡ください。 

支所 所在地 電話番号 

世田谷総合支所 

保健福祉センター 保健福祉課 

世田谷４－２２－３３ 

 

(０３)５４３２－２８６５ 

北 沢総合支所 

保健福祉センター 保健福祉課 

北沢２－８－１８ 

北沢タウンホール１０階 

(０３)６８０４－８７２７ 

玉 川総合支所 

保健福祉センター 保健福祉課 

等々力３－４－１ 

 

(０３)３７０２－２０９２ 

砧  総合支所 

保健福祉センター 保健福祉課 

成城６－２－１ 

 

(０３)３４８２－８１９８ 

烏 山総合支所 

保健福祉センター 保健福祉課 

南烏山６－２２－１４ 

 

(０３)３３２６－６１１５ 

 
【利用調整についての問い合わせ】 

担当：障害福祉部 障害者地域生活課 利用調整担当 （０３）５４３２－２２２３ 

 


